新規就農者調査実施要領

山梨県が実施する新規就農者数の調査（以下、「新規就農者調査」と言う。）については、以下により行うものとする。

（目的）
第１　新規就農者数を把握し、本県農業を担う新たな人材を確保・育成するための各種制度の企画・立案、検証等に必要な基礎資料を収集する。

（調査対象期間）
第２　本要領に基づく調査対象期間は５月１日から４月３０日までを１年度として取り扱う（以下、「調査年度」と言う。）。

（調査対象者）
第３　本要領に基づく調査の対象は以下の通りとする。
　２　調査年度に山梨県内の市町村を主たる営農地として自営就農者した者で、年間１５０日以上農業に従事した者もしくは従事することが確実と見込まれる者（以下、「新規自営就農者」と言う。）。
　３　調査年度に山梨県内で農業に従事する農業法人等（以下、「農業法人」と言う。）が雇用（正規、非正規を問わない）で、年間１５０日以上農業に従事した者もしくは従事することが確実と見込まれる者（以下、「新規雇用就農者」と言う。）。
　４　調査年度以前に上記２項の規定による要件を満たしていたにも関わらず、県に報告されていない者

（調査項目）
第４　調査項目は別表のとおりとする。

（調査票の送付）
第５　担い手・農地対策課は調査票を市町村、農業協同組合等の関係機関並びに農業法人あて送付する。
　２　調査票を受領した関係機関及び農業法人は、担い手・農地対策課が別途定める期限までに、依頼文等に記載の提出先あて調査結果を回答する。


（個人情報の取扱い）
第６　調査に当たっては個人情報の取扱いに十分留意する。
　２　本調査に当たって収集した個人情報は、担い手・農地対策課が実施する新規就農者支援制度の企画、立案及び検証にのみ使用するものとし、目的外の利用及び第三者への提供を行わない。

（その他）
第７　本要領に規定すること以外のことは担い手・農地対策課が別途定めるものとする。

附則　本要領は令和８年３月１３日から施行する。


別表　新規就農者調査における調査項目
	調査対象
	必須調査項目
	任意調査項目

	新規自営就農者




新規雇用就農者
	氏名、ふりがな、生年月日、年齢、就農年月、就農先市町村名、就農形態※１、経営類型※２

（雇用主の情報）
氏名又は法人の名称、住所、経営類型※２、主に営農を行っている市町村名
（雇用者の情報）
生年月日、年齢、就農年月、就農形態※１
	住所、就農日、性別、出身地（都道府県または国）、活用した支援制度※３、その他特記事項等※４

（雇用者の情報）
氏名、ふりがな、住所、就農日、性別、出身地（都道府県または国）、活用した支援制度※３、その他特記事項等※５


※１　就農形態は下記から該当するものを１つ選択する。
・新規学卒就農者（農家子弟で、学校を卒業して即就農した者）
・Ｕターン就農者（農家子弟で、一度他産業に就職後、退職して就農した者）
・新規参入者（農家子弟以外）
・定年帰農者（一度他産業に就職後、定年退職後に就農した者）
※２　経営類型は果樹、野菜、野菜（有機）、水稲、畜産、花き、複合、その他から該当するものを選択する。なお、複合は経営類型のうち２以上の品目を経営に含む場合とする。
　　・果樹を選択した場合は、ブドウ・モモ・スモモ・サクランボ・その他果樹の中から果樹の種類を選択する。複数の種類を経営している場合は、売上順(第２位まで)に果樹の種類を記載する。
　　・複合を選択した場合は、品目を売上順(第２位まで)に記載する。なお、果樹が含まれている場合は、ブドウ・モモ・スモモ・サクランボ・その他果樹の中から売上が１位のもののみを記載する。
　　　(例：ブドウ、モモ、野菜を経営しており、売上順が１位ブドウ、２位モモ、３位野菜の場合、経営類型は「複合」、品目は「ブドウ」、「野菜」を記載する)
※３　新規就農者育成総合対策や農林大学校等、就農に当たって国や県、市町村の支援制度を活用した状況を報告する。
※４　就農当初の経営規模や経営類型が明らかな場合はその内容を報告する。
※５　新規雇用就農者が外国人であり、「技能実習生」や「特定技能」等の制度を活用している場合はその旨を記載する。
